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01 計画の概要 

１－１ 計画策定の背景と目的 

 

⾃転⾞を取り巻く社会的動向 

⾃転⾞は、健康づくりや環境負荷の低減、交通混雑の緩和など、多くの利点をもつ移動⼿
段です。近年では、レジャー、観光、防災など⽇常利⽤を超えた活⽤も広がっています。 

こうした状況を踏まえ、国および⻑崎県では、⾃転⾞活⽤推進法に基づき⾃転⾞の活⽤を
総合的かつ計画的に推進するため、「第２次⾃転⾞活⽤推進計画」を策定し、環境、健康、
観光、防災の各分野と連携しながら、⾃転⾞活⽤を推進する⽅針が⽰されています。 

 

⼤村市における⾃転⾞ 

本市は、温暖な気候と平坦でコンパクトな市街地を有しており、⾃転⾞の利⽤に適した環
境を持っています。通勤・通学や買い物など、県内でも⽐較的多くの市⺠が、⽇常⽣活にお
いて⾃転⾞を利⽤しています。 

⼀⽅で、⾃家⽤⾞への依存度が⾼く、交通渋滞や⾃転⾞関連事故、放置⾃転⾞などの課題
も残っています。また、電動アシスト⾃転⾞やスポーツサイクルの普及、観光利⽤の増加な
ど、⾃転⾞の⽤途が多様化する中で、これらに対応した環境の整備は⼗分とは⾔えません。 

 

第２次計画を策定する目的 

本計画は、⼤村市⾃転⾞活⽤推進計画 （令和３年度〜令和７年度）の取り組みの成果と、
残された課題を踏まえ、近年の社会情勢や本市を取り巻く状況の変化に対応し、⾃転⾞活⽤
を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

また、「⼤村市総合計画」や「⼤村市都市計画マスタープラン」等の上位計画との整合を
図りつつ、⾃転⾞が安全で快適に利⽤できる環境を整備し、健康増進、環境施策、観光振興、
安全対策など様々な分野と連携して取り組むことを目的とします。 
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１－２ 計画の区域 

本計画の対象区域は、本市全域とします。 
 

１－３ 計画の期間 

本計画は、2026 年度（令和８年度）から 2030 年度（令和 12 年度）までの５年間としま
す。ただし、社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じて⾒直しを⾏うものとし
ます。 

 

１－４ 計画の位置付け 

「第５次⼤村市総合計画」では『機能的で環境と調和したまちづくり』が掲げられており、
「⼤村市都市計画マスタープラン」では、『コンパクトな市街地形成における⾃転⾞利⽤の
促進に向けた取り組み』を推進するとしています。本計画は、これらの上位計画や関連計画
と連携しながら、⾃転⾞の具体的な活⽤と利⽤環境整備を進めるための分野別計画と位置
付けられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

大村市自転車活用推進計画 第２次 大村市自転車活用推進計画 

R3 R8R7 R12

計 画 

期 間 

 

自転車の活用を総合的・計画的に推進 自 転 車 活 用 推 進 法 平成２９年５月 

第２次 自転車活用推進計画 令和３年５月 国 

法律 

第２次 長崎県自転車活用推進計画 令和５年３月 県 

※自転車活用推進計画 平成３０年６月 

※長崎県自転車活用推進計画 平成３１年３月 

大村市総合計画 

大村都市計画 
マスタープラン 

第２次 大村市自転車活用推進計画 

勘案 

勘案 

連携 

 大村市観光交流都市づくり計画  第３次 健康おおむら２１計画 

 大村市地域公共交通計画 

 大村市犯罪のない安全・安心まちづくり行動計画    ｅｔｃ． 

大 村 市 

上 位 計 画 
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02 自転車を取り巻く環境 

２－１ 自転車を取り巻く社会環境の変化 

近年、⾃転⾞を取り巻く社会環境は、多⽅⾯で⼤きく変化しています。⾃転⾞はこれらと
深く関わり、改めてその価値や役割が注目されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

観光スタイルがモノ消費から体験型

へと移⾏する中、地域の⾃然や⽂化を巡

るサイクルツーリズムが注目されていま

す。 

滞在型観光にもつながる可能性があ

る⼀⽅、サイクリストの受⼊環境や⾛⾏

ルートの整備など、地域全体の環境づく

りが課題となっています。 

 サイクルツーリズム 

観光 
振興 

⾃転⾞事故の状況を踏まえ、安全利⽤

や保険への加⼊、ヘルメット着⽤の必要

性が増しています。 

加えて、災害時には⾃転⾞が有効な移

動⼿段となることから、平時・災害時の

双⽅で安全に利⽤できる環境づくりが

求められています。 

 事故と災害対応 

安全 
安心 

脱炭素社会の実現や渋滞緩和に向け、
環境負荷の少ない移動⼿段が求められ
ています。短距離移動の⾒直しや公共交
通との連携により、⾃転⾞は持続可能な
都市交通の重要な役割を担いつつあり
ます。また、ICT （情報通信技術）や MaaS
（複数の交通⼿段を⼀体的に利⽤でき
る仕組み）、シェアサイクルなどの普及
が、⾃転⾞利⽤の形にも変化をもたらし
ています。 

 脱炭素社会と情報化社会 

都市 
環境 

 健康志向と高齢化社会 

感染症対策による移動⼿段の⾒直し
に伴い、⼈との接触を避けつつ、健康づ
くりにも役⽴つ⾃転⾞の利⽤が広がり
ました。 

さらに、電動アシスト⾃転⾞の普及に
より、幅広い年齢層が⾃転⾞を⽇常⽣活
に取り⼊れやすくなっており、健康志向
や⾼齢化社会に対応した移動⼿段とし
て注目が⾼まっています。 

ライフ 
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２－２ 自転車の特性とメリット 

社会情勢の変化により⾃転⾞への注目が⾼まっていますが、その理由は⾃転⾞の持つ特性
にあります。⾃転⾞は、⽇常⽣活に取り⼊れやすい移動⼿段であり、健康づくりや環境負荷
の低減など、さまざまな効果が期待されています。⾃転⾞の基本的な特性とメリットを以下
のようにまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５km 程度の近距離移動に最適！ 
⾃転⾞は５km 程度の近距

離の移動においては、他の交
通⼿段よりも移動時間が短
く、主に都市内交通として最
も効率的な移動⼿段と⾔われ
ています。 

 

本市は、市街地が平坦でお
おむね半径５km 圏内に収ま
る規模であることから、市街
地部の近距離移動は⾃転⾞利
⽤が適していると⾔えます。  

特性１ 

特性１ 
５km程度の近距離移動に最適！ 

特性２ 
心身のリフレッシュに最適！ 

特性３ 
環境にやさしく経済的！ 

特性４ 
観光振興や地域活性化に寄与！ 

出典：国⼟交通省ホームページをもとに作成
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⼼⾝のリフレッシュに最適！ 

⾃転⾞を活⽤することで、⽇常⽣活の中で無理せずに運動することができます。 

特に⽇々の移動を⾃家⽤⾞から⾃転⾞に転換するだけで、新たに運動する時間を
設けることもなく、メタボリック症候群や⽣活習慣病の予防に役⽴ちます。 

また、⾃転⾞は有酸素運動に適しており、⾝体への負担が少なく継続しやすいた
め、⽇々の運動不⾜の解消から⾼齢者の健康維持まで気軽に⾏うことできます。 

さらに、感染症等の拡⼤防⽌の観点からも密閉・密集・密接を回避することがで
きる移動⼿段としても⾒直されています。 

 

⾃転⾞の⾝体活動量 

厚⽣労働省｢健康づくりのための⾝体活動基準 2023」においては、個⼈差を踏ま
えながら、健康づくりのために推奨される運動量の目安として以下が推奨されてい
ます。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

出典：健康づくりのための⾝体活動基準 2023 

⾃転⾞に乗ることで、普段とは違ったまちの景⾊や季節の移ろいを感じること
ができ、⼼⾝のリフレッシュや社会⽣活におけるストレス軽減にもつながります。 

特性２ 

⾃転⾞に関連する⾝体活動のメッツ表

成人は 

毎日60分以上 

高齢者は 

毎日40分以上 

メッツとは  
「安静時（座ってリラックスした状態）の何倍のエネルギーを使うか」の単位です。 
消費エネルギーは個⼈の体格によって異なるため、⾝体活動の強度としてメッツを⽤います。 

メッツ × 時間(h) × 体重(kg) ＝ ⾝体活動によるエネルギー消費量(kcal) 

 
 
？

3.0 3.0
4.0

6.5 7.0
8.0 8.3

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

歩く 電動自転車 自転車

(通勤など)

登山 ジョギング サイクリング 水泳

「歩く」以上

の⾝体活動を 

３ メ ッ ツ 以 上 
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環境にやさしく経済的！ 

近年、脱炭素社会の実現に向
けて、環境に配慮した移動⼿段
が求められています。 

⾃転⾞は⾛⾏時に⼆酸化炭素
を排出しない環境にやさしい乗
り物で、温室効果ガスの削減に
貢献します。 

また、燃料代がかからず維持
費も低いため、⽇常の移動に取
り⼊れやすい点も特⻑です。 

 

⾃転⾞通勤導⼊によるメリット 

国が⾃転⾞通勤を推奨している事業者を対象と
した調査より、従業員⼀⼈当たりの通勤費削減額
は平均で年間約５万円という結果が出ています。 

⾃転⾞は環境負荷の低減と家計・事業者双⽅の
経費削減に寄与する移動⼿段であることがわかり
ます。 

 
 

⼤村市の脱炭素に向けた取組 

本市では、地球温暖化対策や脱
炭素社会の実現に向けて、市⺠・事
業者・⾏政が⼀体となり、さまざま
な取組を進めています。 

⽇常⽣活の中で環境に配慮した
⾏動を実践することで、将来の世
代につながる持続可能なまちづく
りをめざしています。 

  

特性３ 

0 50 100

⾃家⽤乗⽤⾞

航空

バス

鉄道

⾃転⾞

CO2排出原単位［g-CO2/人km］（2023年度）

127

94

63

17

0

出典：国⼟交通省ホームページをもとに作成 

出典：国⼟交通省「⾃転⾞通勤導⼊に関する⼿引き（R6.7）」

通勤費 固定経費

約5万円削減
（１人当たり/年）
（50事業者平均）

年間約200万〜
300万円削減

（一例）

国の地球温暖化対策計画を踏まえ、温室効果ガス排出

量を 2030 年度までに 2013 年度比で 46%削減す

ることを目標。 

第三次大村市環境基本計画 

地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

ゼロカーボンシティ宣言 

「ゼロカーボンシティおおむら」を目指し、市民・事業

者・行政が一体となった「オール大村」で、2050 年ま

でに温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを宣

言。 
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観光振興や地域活性化に寄与！ 

近年、全国でサイクルツーリズムを活⽤した観光振興や地域活性化の取組が進ん
でおり、国内外のサイクリストが増加するなど、⾃転⾞は新たな観光スタイルとし
て注目されています。体験型観光への関⼼が⾼まる中、地域の⾃然や景観を楽しみ
ながら巡るサイクリングは、観光客の滞在促進や地域消費の拡⼤にもつながる効果
が期待されています。 

⻑崎県でも、「⻑崎県⾃転⾞活⽤推進計画」が策定され、県を中⼼に、国や県内
⾃治体、関連団体が連携し、サイクリングルートの設定や沿線協⼒店の情報発信、
休憩施設の提供、標識・路⾯表⽰の整備など、サイクリストの受⼊環境の充実が進
められています。 

こうした取組は、観光交流の拡⼤、地域資源の新たな発掘、情報発信⼒の向上、
⾃治体間の連携強化など、地域全体の活性化に寄与しています。 

 

⻑崎県サイクルルート 

⻑崎県内には、魅⼒あふれる４つのサイクルルートがあります。サイクルルート
には、潮風を切って⾛るロングライドや、観光地をめぐりながら⾛るツーリング、
ときには街中をゆっくりと⾛り、⼈との出会いを楽しむポタリングまで、多様性に
富んだサイクリングを楽しむことができます。 

 

  

特性４ 

島原鉄道の廃線跡や 

ジオパークの大地を走り 

抜ける島原半島を一周 

するルート[106km] 

世界文化遺産の構成 

遺産、頭ヶ島の集落を 

めぐり新上五島町の 

歴史を知るルート[49km] 

船で自転車を運び、五島 

列島の国際トライアスロン 

のコースにチャレンジ 

できる[1４３km] 

SHIMABARA 

OMURAWANKAMIGOTO

SHIMOGOTO 

穏やかな大村湾に浮かぶ 

長崎空港と、桜の名所 

を楽しみながら海が望める 

シーサイドコース[46km] 



 

8 

O
m

u
ra

 
C

it
y

 
B

ic
y

c
le

 
P

ro
m

o
t
io

n
 P

la
n

自 

転 

車 

⽙ 

取 

⽑ 

巻 

⼖ 

環 

境 
02 

２－３ 自転車の普及率 

（１）⾃転⾞保有台数  

⾃転⾞には多くの利点がありますが、
全国的には⼈⼝減少や世帯⼈数の縮⼩
に伴い、１世帯当たりの⾃転⾞保有台数
は年々減少しています。 

2021 年の調査では、⻑崎県の⾃転⾞
世帯保有率は 29.3％と全国最下位であ
り、全国平均の約半分にとどまっていま
す。 

さらに、県内で保有されている⾃転⾞
の約半数がほとんど利⽤されていない
状況であり、全国で最も⽇常的に⾃転⾞
が活⽤されていない県となっています。 

 

⻑崎県における⾃転⾞非保有世帯における⾃転⾞非保有理由（上位５位） 

順位 理 由 ⻑崎県 全国 
()は全国順位 

1 使い道・必要性がない 35.5％ 35.5％(1) 
2 坂道や道が狭いなど地形的理由で利⽤できない 19.2％ 4.6％(6) 
3 ⾃転⾞に興味・関⼼がないから 14.1％ 16.3％(2) 
4 バイクや⾃動⾞で⽤が済むから 9.8％ 14.6％(3) 
5 公共交通機関で⽤が済むから 3.3％ 7.2％(4) 

 

 
（２）⾃転⾞の使⽤⽤途  

⻑崎県における⾃転⾞の使⽤⽤途を⾒ると、全国と⽐較して「趣味・遊び」や「サイク
リング」などでの使⽤割合が多く、「買い物」や「通勤・通学」などの⽇常的な目的での使
⽤が少ない傾向にあります。 

 

 
  

Rank 都道府県 保有率 世帯あたり 
保有台数 

使⽤してない 
保有⾃転⾞ 

21 宮 崎 59.3% 0.96 台 30.5% 
33 福 岡 53.1% 0.81 台 25.1% 
36 熊 本 52.6% 0.87 台 30.5% 
41 佐 賀 51.0% 0.84 台 21.0% 
44 ⼤ 分 46.7% 0.66 台 23.7% 
45 ⿅児島 44.8% 0.71 台 31.1% 

47 ⻑ 崎 29.3% 0.38 台 46.0% 

− 全 国 57.6％ 1.03 台 22.7％ 

1.55台 1.23台
1.03台 

（長崎県0.38台） 

2012年 2018年 2021年 

世帯あたりの⾃転⾞保有台数（全国） 

九州圏内の⾃転⾞保有率（全国順位） 

出典：2021 年度 ⾃転⾞保有並びに使⽤実態に関する調査報告書（⼀財 ⾃転⾞産業振興協会）

出典：2021 年度 ⾃転⾞保有並びに使⽤実態に関する調査報告書（⼀財 ⾃転⾞産業振興協会）

出典：2021 年度 ⾃転⾞保有並びに使⽤実態に関する調査報告書（⼀財）⾃転⾞産業振興協会
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（３）⾞種別ニーズの多様化  

近年、個⼈の⽣活環境やライフスタイルの変化に伴い、スポーツ⾞や電動アシスト⾃転⾞
など、多様な⾞種のニーズが⾼まっています。 

 

     

一般⾞  幼児・⼦供⾞  スポーツ⾞ 
⾞輪径 24 インチ以上で 

軽快⾞、シティサイクル、
ママチャリとも呼ばれる 

 ⾞輪径 24 インチ未満の 
⼦供や幼児を対象に 
販売されているもの 

 マウンテンバイク、 
ロードバイク、 

クロスバイクなど 

     

⼩径⾞  幼児同乗⽤⾃転⾞  電動アシスト⾞ 
タイヤ径が⼩さく軽量化や
コンパクト化を図ったもの 
（折りたたみ⾞を含む） 

 ⾃転⾞の前後に 
幼児⽤座席を取り付けて 

ある⾃転⾞ 

 電動機（モーター）により 
⼈⼒を補助する⾃転⾞ 

 

⾃転⾞の種類別販売台数をみると、⻑崎県では全国に⽐べてスポーツ⾞や⼩径⾞の割合
が多く、使⽤⽤途の傾向と同様に、⽇常利⽤よりも趣味やサイクリング目的の使⽤が多いこ
とがうかがえます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：⾃転⾞国内販売動向調査【2022 年】（⼀財）⾃転⾞産業振興協会

4 7.8 %

4 8 .4 %

8 .6 %

4 .4 %

2 0 .9 %

2 4 .1%

7.8 %

12 .0 %

1.8 %

0 .6 %

13 .1%

10 .4 %

0 % 20 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 10 0 %

全国

長崎

一般車 幼児・ 子供車 スポーツ車

小径車（ 折り たたみ車含む） 幼児同乗用自転車 電動アシスト 車
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２－４ 自転車に関する制度や施策の変遷 

（１）⾃転⾞施策の経緯  

⾃転⾞施策については、利⽤形態の多様化や安全対策の必要性の⾼まりを背景に、関係法
令の改正やガイドラインの⾒直しが⾏われてきました。主な制度改正の経緯は、以下のとお
りです。 

⾃転⾞施策の経緯 
施⾏年⽉ 所管省庁 内     容 

平成２０年１月 

 

⾃転⾞道や⾃転⾞専⽤通⾏帯等の整備を集中的に進める「⾃転⾞通⾏環境整備
モデル地区（98 地区）」を指定 ※本市も指定（桜⾺場周辺地区） 

国土交通省 

警察庁 

平成２０年６月 警察庁 
道路交通法 

改正 

「普通⾃転⾞の歩道通⾏可能要件」を明確化 
①「歩道通⾏可」の標識がある場合 
②運転者が 13 歳未満、⼜は 70 歳以上、⾝体障害者の場合 
③⾞道⼜は交通の状況から歩道通⾏がやむを得ないとき 

平成２３年１０月 警察庁 警察庁通達 
⾃転⾞は「⾞両」という基本的な考え⽅に基づき、⾃転⾞と歩⾏者
の安全確保を目的とした総合的な対策を通知 

平成２４年１１月 
国土交通省 

『安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン』の策定 
警察庁 

平成２５年１２月 警察庁 
道路交通法 

改正 

⾃転⾞等の軽⾞両の路側帯通⾏に関する規定等を整備（⾃転⾞等の
軽⾞両が通⾏できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯
に限る） 

平成２７年 6 月 警察庁 
道路交通法 

改正 
⾃転⾞の運転による交通の危険を防⽌するための講習に関する規定
の整備 

平成２８年７月 
国土交通省 

『安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドライン』の改定 
警察庁 

平成２９年５月 国土交通省 ⾃転⾞活⽤推進法の施⾏ 

平成３０年６月 国土交通省 ⾃転⾞活⽤推進計画の閣議決定 

平成３１年３月 長崎県 
⻑崎県⾃転⾞活⽤推進計画を策定 
以降、県内⾃治体において⾃転⾞活⽤推進計画や関連計画の策定・検討が進展 

令和２年６月 警察庁 
道路交通法 

改正 ⾃転⾞の「あおり運転」等を危険運転として規定 

令和３年３月 大村市 ⼤村市⾃転⾞活⽤推進計画を策定 

令和３年５月 国土交通省 第 2 次 ⾃転⾞活⽤推進計画の閣議決定 

令和５年３月 長崎県 第 2 次 ⻑崎県⾃転⾞活⽤推進計画を策定 

令和５年４月 警察庁 道路交通法 

改正 ⾃転⾞利⽤者全員へのヘルメット着⽤の「努⼒義務化」 

令和６年 11 月 警察庁 道路交通法 

改正 
⾃転⾞運転中の「ながらスマホ」使⽤の禁⽌・罰則化、酒気帯び運
転・同乗・提供等に関する罰則を新設 

令和８年３月 大村市 第 2 次 ⼤村市⾃転⾞活⽤推進計画を策定 

令和８年４月 

（予定） 
警察庁 ⾃転⾞に対する「交通反則通告制度（⻘切符）」の導⼊（16 歳以上の⾃転⾞運

転者を対象に反則⾦制度を適⽤） 
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（２）⾃転⾞活⽤推進法・⾃転⾞活⽤推進計画  

⾃転⾞活⽤推進法は、平成 29 年５⽉に施⾏された、⾃転⾞の活⽤を総合的かつ計画的に
進めるための基本的枠組みを定めた法律です。同法では、国・⾃治体・事業者の役割が⽰さ
れ、市町村においては地域の実情に応じた⾃転⾞活⽤推進計画を策定するよう努めること
とされています。 

 
⾃転⾞活⽤推進法 

2017 年（平成 29 年）５⽉１⽇施⾏ 
  

基本⽅針  

▶ ⾃転⾞は⼆酸化炭素等を発⽣せず、災害時において機動的 
▶ ⾃動⾞依存の低減により、国⺠の健康増進及び交通混雑の緩和による 

経済的・社会的効果 
▶ 交通体系における⾃転⾞交通の役割拡⼤ 
▶ 交通安全の確保 

⾃転⾞の活⽤を総合的かつ計画的に推進すること 

これを受けて、平成 30 年に国の「⾃転⾞活⽤推進計画」が、令和３年に「第２次⾃転⾞
活⽤推進計画」が閣議決定され、様々な分野で⾃転⾞活⽤が推進されています。 

【国】⾃転⾞活⽤推進計画 
2018 年（平成 30 年）６⽉８⽇閣議決定 

 

【国】第２次 ⾃転⾞活⽤推進計画 
2021 年（令和３年）５⽉ 28 ⽇閣議決定 

目標１ 
⾃転⾞交通の役割拡⼤による 
良好な都市環境の形成 目標３ 

サイクルツーリズムの推進による 
観光⽴国の実現 

１．地⽅公共団体における計画策定・施策実施の促進 
２．⾃転⾞通⾏空間の計画的な整備の推進 
３．路外駐⾞場等の整備や違法駐⾞取締りの推進等 
４．シェアサイクルの普及促進 
５．地域の駐輪ニーズに応じた駐輪場の整備推進 
６．情報通信技術の活⽤の推進 
７．⽣活道路での通過交通の抑制や無電柱化と合わせた 

取組の実施 

12．国際会議や国際的なサイクリング⼤会等の誘致 
13．⾛⾏環境整備や受⼊環境整備等による世界に誇る 

サイクリング環境の創出 

目標４ ⾃転⾞事故のない安全で安⼼な社会の実現 

14．⾼い安全性を備えた⾃転⾞の普及促進 
15．多様な⾃転⾞の開発・普及の促進  NEW  
16．⾃転⾞の点検整備を促進するための広報啓発等の促進 
17．交通安全意識の向上に資する広報啓発活動の推進や 

指導・取締りの重点的な実施 
18．学校等における交通安全教室の開催等の推進 
19．地⽅公共団体における計画策定・施策実施の促進（再掲） 
20．⾃転⾞通⾏空間の計画的な整備の推進（再掲） 
21．災害時における⾃転⾞の活⽤の推進 
22．損害賠償責任保険等への加⼊促進  NEW  

目標２ サイクルスポーツの振興等による 
活⼒ある健康⻑寿社会の実現 

８．国際規格に合致した⾃転⾞競技施設の整備促進 
９．公道や公園等の活⽤による安全に⾃転⾞に乗れる 

環境の創出 
10．⾃転⾞を利⽤した健康づくりに関する広報啓発の推進 
11．⾃転⾞通勤等の促進 
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（３）⻑崎県⾃転⾞活⽤推進計画  

⻑崎県では、平成 31 年度の当初計画に続き、令和５年に「第２次⻑崎県⾃転⾞活⽤推進
計画」を策定し、県全体で⾃転⾞活⽤の推進に取り組んでいます。 

第２次計画では、国の第２次⾃転⾞活⽤推進計画や新たな社会情勢 （脱炭素、デジタル化、
健康志向の⾼まり等）を踏まえ、県内の特徴や課題に応じた目標と施策が再整理されていま
す。 

⻑崎県 ⾃転⾞活⽤推進計画 
2019 年（平成 31 年）３⽉策定 

 

第２次 ⻑崎県 ⾃転⾞活⽤推進計画 
2023 年（令和５年）３⽉策定 

 

 

⽣
活
環
境 

目標１ ⾃転⾞を快適に利⽤できる良好な⽣活環境の形成 
１．市町における計画策定・取組実施の促進 
２．⾃転⾞通⾏空間の計画的な整備促進 
３．違法駐⾞取締りの推進による⾃転⾞通⾏空間の確保 
４．まちづくりと連携した総合的な取組の実施 

 

健
康
増
進 

目標２ ⾃転⾞を活⽤した健康づくりの推進  NEW  
５．⾃転⾞歩⾏者専⽤道路等の活⽤による安全に⾃転⾞に乗れる環境の創出  NEW  
６．⾃転⾞を活⽤した健康づくりに関する広報啓発の推進  NEW  

 

観
光
振
興 

目標３ サイクルツーリズムによる観光振興と地域活性化 
７．地域の魅⼒を活かしたサイクルツーリズムの推進 
８．サイクルイベント開催における⽀援 
９．観光地散⾛の推進  NEW  
10．サイクルツーリズムの情報発信  NEW  

 

安
全
安
⼼ 

目標４ ⾃転⾞事故のない安全で安⼼な社会の実現 
11．⾼い安全性を備えた⾃転⾞の利⽤促進  NEW  
12．多様な⾃転⾞への対応  NEW  
13．⾃転⾞の安全利⽤の促進 
14．学校における交通安全教育の推進 
15．損害賠償責任保険等への加⼊促進  NEW  

 

指    標 
目標１ ⽣活環境 ⾃転⾞活⽤推進計画を策定した市町村数 4 市町 ➔ 7 市町 

目標２ 健康増進 健康状態の管理や⽣活習慣の改善に 
取り組んでいる⼈の割合 64％ ➔ 73％ 

目標３ 観光振興 島原サイクルルートのナショナルサイクル 
ルート指定基準での環境整備 0 ルート ➔ 1 ルート 

目標４ 安全安⼼ ⾃転⾞関連事故件数 113 件 ➔ 減少傾向の維持 
 

  

（2021 年） （2025 年） 
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03 大村市における現状と課題 

３－１ 大村市の概況 

（１）⼈⼝  

本市の⼈⼝は、令和７年 10 ⽉末現在で 99,599 人となっており、緩やかな増加が続いて
います。国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所（社⼈研）の将来推計（2018 年推計・2020 年国勢
調査反映）では、2025 年頃に⼈⼝がピークに達すると⾒込まれていますが、現状では推計
を上回る⽔準で推移しています。 

ただし、⻑期的にはピーク後に減少に転じ、今後緩やかに減少していくことが予測されて
います。 

⼤村市の将来⼈⼝推計 

 

 

 

 

 

 
 

出典：⼤村市⼈⼝ビジョン(R4.9) 
 

  年齢別の人⼝構成  

年齢別の⼈⼝構成の推移をみると 15 歳未満の若年層が緩やかに減少している⼀⽅、⾼齢
化率（65 歳以上の⾼齢者割合）は直近 30 年で約 10％向上しており、本市においても少⼦
⾼齢化が進んでいることがうかがえます。 

⼤村市の年齢別⼈⼝構成の推移 
 
 
 
 
 
 
 

出典：e-Stat「住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査」（H7〜R7） 

15,664 15,885 15,465 15,437 15,365 15,345 15,343 

49,600 55,356 57,675 58,412 58,087 57,606 58,539 13,221 13,453 15,695 17,914 20,892 24,012 25,812 
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1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
0-14歳 15-64歳 65歳以上 ⾼齢化率

91,549 91,583 91,051 90,114 88,805 87,076 
84,928 

82,481 
79,794 

76,937 

95,688 
95,226 94,102 92,271 

89,797 
87,053 

84,041 
80,780 

73,435 
79,279 

84,414 
88,040 

90,517 
92,757 

95,397 
99,599 100,952 101,269 101,123 

100,528 
99,690 

98,669 
97,642 

70000

80000

90000

100000

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
社人研将来推計(2013年推計) 社人研将来推計(2018年推計)
国勢調査 ⼤村市人⼝ビジョン推計

（⼈）
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（２）⾃然と地形  

本市の総⾯積は 126.73km2 （令和 5 年 4 ⽉末時点）で、緩やかな扇状地をなしており、県
内でも⽐較的平坦な⼟地を多く有しています。特に市街地部は、平坦で⾼低差がないため、
⽇常的な⾃転⾞利⽤に適した地形であると⾔えます。 

⼤村市（市街地）の標⾼地図 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：国⼟地理院 
 

また、市内のどの場所でも⻄側に⼤村湾、東側に多良⼭系の⼭あいを眺めることができ
る特有の地形を有していることから、余暇やレジャーの⾃転⾞利⽤はもとより、⽇常の利
⽤においても、風光明媚な⾃然を楽しむことができます。 
  

⼤村湾側からの多良⼭系の眺め 多良⼭系からの⼤村湾の眺め 

新大村駅 

諏訪駅 

大村駅 

竹松駅 

大村車両基地駅 

大村市役所 
木場ＳＩＣ 

大村ＩＣ 

松原駅 

長
崎
空
港 

位 置 図 

大 村 市 

Ｏｍｕｒａ City 

1,500 以上 

100 

10 

0 未満 
⽔部 

標⾼（m） 

岩松駅 
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（３）観光  

本市は、「歴史や⾃然を⽣かした観光のまちづくり」 
を将来像として掲げ、観光振興を進めています。 

本市は、⻑崎空港のほか、令和４年度の 
九州新幹線⻄九州ルートおよび新⼤村駅開業など、 
⾼速交通網と空港アクセスを併せ持つ⽴地特性を 
持っています。これを⽣かし、素通り型観光から 
滞在・周遊型観光への転換を図っています。 

このため、観光周遊バスや公共交通、タクシー等 
に加え、散策や周遊を目的とした⾃転⾞の活⽤を進めると 
ともに、観光客等の⼆次交通として、⼤村公園・⼤村駅前・新⼤村駅前 
を起点とする電動アシスト⾃転⾞のシェアサイクルを導⼊し、市内の 
周遊促進を目指します。 
 
  観光客の推移  

近年の観光客数は、令和元年に約 208 万⼈（延べ数）の⾼い⽔準に達した後、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により⼀時的に減少しました。その後は回復傾向にあり、令和 5 年に
は約 198 万⼈まで回復しており、宿泊客数も増加傾向にあります。 
 
 
 
 
  

長崎空港 

新大村駅 

諏訪駅 

大村駅 

岩松駅 

竹松駅 

大村 IC 

木場 SIC 

松原駅 

大村車両基地駅 

大村公園 

野岳湖公園 

 

984 920 1,098 1,251 1,599 1,675
1,227 1,294 1,431 1,552

210 220 213 219
380 406

332 346 392 4331,194 1,139 1,312 1,470
1,979 2,081

1,560 1,640 1,823 1,985

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

⽇帰り客数
宿泊客数

（千人）
⼤村市の観光客延べ数 

コロナ禍 
（R1.12～R5.5） 

 

600 575 660 745 967 1,019 1,041 1,103 1,206 1,266296 275 336 379
492 519

225 237 265 258
187 173

204 230

299 315

107 107 132
215

1,083 1,023
1,199 1,354

1,758 1,853

1,373 1,447 1,604 1,739

0

500

1,000

1,500

2,000

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

市内
県内客
県外客

（千人）
⼤村市の観光客実数 

コロナ禍 
（R1.12～R5.5） 

出典：⼤村市 HP「おおむらの統計」
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（４）都市構造（⼤村市⽴地適正化計画）  

本市では、少⼦⾼齢化の進展や将来的な⼈⼝減少に備え、持続可能な都市構造への転換を
図るため、平成 29 年 3 ⽉に 「⼤村市⽴地適正化計画」を策定し、公共交通と連携した「コ
ンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めています。 

 

 

 

 
⽴地適正化計画では、鉄道駅、バス停などの公共交通結節点を中⼼に、市街地の

主要な拠点において都市機能及び居住誘導区域を設定しており、徒歩、⾃転⾞、公
共交通を中⼼とした市⺠の誰もが 「歩いて暮らせるまちづくり」を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトなまちづくりを進めるうえで、 
⾃転⾞は⾝近で環境に優しく利⽤しやすい 
交通⼿段として、必要不可⽋な移動⼿段の 
⼀つとなります。 
 

 
  

都市機能誘導区域

居住誘導区域 

長崎空港 

新大村駅 

諏訪駅 

大村駅 

岩松駅 

大村車両基地駅 

大村 IC 

木場 SIC 

竹松駅 

バスターミナル 

大村市立地適正化計画 

（都市機能誘導区域、居住誘導区域）

コンパクトシティ・プラス・ネットワークとは  
⼈⼝減少・⾼齢化が進む⽇本、特に地⽅都市において、 

コンパクト化：都市機能（医療・福祉・商業など）を特定の拠点に集約 
ネットワーク化：それらの拠点を公共交通（バス・鉄道など）で結びつける 

により、地域の活⼒を維持し、マイカーに乗らなくても移動しやすい、誰でも安⼼して暮らせ
る、コンパクトなまちづくりです 

 
 
？

立地適正化計画のイメージ

都市機能(生活サービス)を誘導する区域

居住を誘導する区域

市街化区域･用途区域 

公共交通ネットワーク

出典：⼤村市⽴地適正化計画（R4.3 策定／R7.7 ⼀部改訂）
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（５）公共交通ネットワーク  

本市においては、令和４年に待望の⻄九州 
新幹線が開業したことにより、全国でも 
数少ない「空港」「⾼速道路」「新幹線」 
という⾼速交通の“三種の神器”がそろう 
都市となりました。 

市内では鉄道（JR ⼤村線）および 
路線バス（県営バス）が運⾏しており、 
市⺠をはじめ観光客などに利⽤されて 
いますが、市⺠利⽤の低下による路線 
減少、⾼速交通や空港へのネットワーク 
不⾜、⾼齢者の移動⼿段の確保など様々 
な課題を抱えています。 

また、新幹線の開業やそれに伴う 
駅周辺の開発、市庁舎の移転など 
本市を取り巻く 
状況の変化や、 
情報技術の進歩、 
ドライバー不⾜の 
深刻化など社会の 
変化への対応も 
考えていく必要が 
あります。 
 
 
 

このことから、令和 6 年３⽉に 
「⼤村市地域公共交通計画」を策定し、持続可能な 
公共交通体系の構築に向けた取り組みを進めていきます。 

これらを踏まえ、⾃転⾞交通と⾼速交通、公共交通を最⼤限に 
利⽤しながら、市内の交通課題を解決し、市⺠の⾜を確保すると 
ともに、各拠点を結ぶ交通ネットワークを整備する必要があります。 
 

  

長崎空港 

竹松駅 

新大村駅 

大村駅 

岩松駅 

大村車両基地駅 

大村 IC 

木場 SIC 

松原駅 

諏訪駅 

新大村市役所 

(予定地) 

交通拠点 
高速交通動線 
路線バス 
路線バス(循環)
乗合タクシー動線 

市街地周辺の路線バス再編･見直しイメージ 

出典：⼤村市地域公共交通計画（R6.3 策定）P9 より 
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３－２ 大村市における自転車の利用環境 

（１）インフラ・環境整備の状況  

  ⾃転⾞通⾏空間  

⾃転⾞通⾏空間には以下のような整備形態があり、⾃動⾞
の速度や交通量を勘案し、整備されます。 

⾃転⾞通⾏空間の整備形態と整備状況 
整備形態 市内の整備延⻑ 

⾃転⾞道 

約3km 

 

歩⾏者および⾞両が
物理的に分離された⾃
転⾞専⽤の道路 

⾃転⾞専⽤通⾏帯 

0km 
 ⾞道の⼀部に路⾯標

⽰などにより、設けた⾃
転⾞専⽤の通⾏空間 

⾞道混在（⽮⽻根型路⾯標⽰等） 

約5km 

 

⾞道上に路⾯標⽰を
設置し、⾃転⾞⾛⾏位置
を明⽰したもの 

⾃転⾞歩⾏者道 

約21km 
 

⾃転⾞は歩⾏者の通⾏
を優先しながら、⾞道寄
りの歩道を⾛⾏ 

  

県内唯⼀の「⾃転⾞道」約 3km は、市内の⼀般県道
⼤村外環状線（池⽥２丁目〜沖⽥町）において、整備
されています。 

本市では「⼤村市⾃転⾞活⽤推進計画」に基づき、
⾃転⾞の通⾏位置と⽅向を明⽰する⻘⾊の⽮⽻根マー
ク等の路⾯標⽰を整備するなど、警察等の関係機関と
連携しながら、安全で快適な⾃転⾞空間の整備を進め
ています。  

整備済み：自転車道 

整備済み：車道混在（矢羽根型路面標示など） 
整備予定：車道混在（矢羽根型路面標示など） 
自転車歩行者道 

竹松駅 

新大村駅 

大村駅 

岩松駅 

大村車両基地駅 

大村 IC 

木場 SIC 

松原駅 

諏訪駅 

矢羽根型路面標示整備状況（市道杭出津松原線） 
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  ゾーン 30 等の⽣活道路の安全対策  

⽣活道路における歩⾏者や⾃転⾞の安全対策として、「ゾーン 30」 「ゾーン 30 プラス」の
整備を⾏っています。 

ゾーン 30 とゾーン 30 プラス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本市は、交通事故防⽌や通学路の安全確保

を目的に、警察と連携してゾーン 30 区域の
指定を⾏っており、ゾーン（区域）内では減
速を促す路⾯標⽰・グリーンベルト設置など
の対策を⾏っています。 

令和８年度の改正道路交通法施⾏令の施⾏により、⽣活道路における⾃動⾞の法定速度が
30km/h に引き下げられます。今後も学校周辺や住宅地など歩⾏者・⾃転⾞の利⽤が多い区
域を中⼼に路⾯標⽰やグリーンベルトを設置し、安⼼して移動できる⽣活道路環境の充実を
図ります。  

⼤村市内のゾーン 30 整備状況 
整備地区名 対策内容 

⻄三城町 通学路･抜け道対策 
（三城⼩学校） 

古賀島町 通学路対策 
（運転免許試験場、放⻁原⼩学校） 

富の原地区 通学路･抜け道対策 
（富の原⼩学校） 

富の原・⽵松本町 通学路･抜け道対策 
（富の原⼩学校） 

富の原⼆丁目・ 
⼤川⽥町地区 

通学路対策 
（富の原⼩学校、⽵松⼩学校） 

古町・諏訪町 通学路･抜け道対策 
（⻄⼤村⼩学校） 

松並周辺地区 通学路対策 
（中央⼩学校、⻄⼤村中学校） 

出典：ゾーン 30 の整備（⻑崎県警察 HP）

ゾーン(区域)内における「⾛⾏速度の
抑制」「通過交通（抜け道としての通
⾏）の抑制・排除」を⾏います。 

ゾーン 30 

ゾーン 30 プラス 

警察による 

最高速度 

30km/h の 

低速度制限 

警察による 

最高速度 

30km/h の 

低速度制限 

道路管理者 
による 

 

の設置 

プラス 

ボラード

の設置 

道路の 

狭さく 

スムーズ 

横断歩道 

⾞両の減速効果の⾼い 
ハンプ（凹凸）を 

組み合わせた横断歩道 

ポールを昇降させ 
時間帯毎に⾞両の 

通⾏を規制 

⾞両の通⾏部分を 
局所的に狭くし 
⾞両速度を抑制 

スムーズ横断歩道：古賀島町地区（放⻁原⼩学校前）

ゾーン 30 プラス（R8.3） 
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長崎空港 諏訪駅 

岩松駅前駐輪場 

約１０台 

大村 IC 

木場 SIC 

松原駅 

大村市駐輪場 

６０２台 

新大村駅西口前駐輪場 

１５６台 

竹松駅前駐輪場 

約３５０台 

大村車両基地駅前駐輪場 

１０３台 

   市駐輪場と放置⾃転⾞の現状  

現在、市内には５箇所の駐輪場があり、いずれも 
ＪＲ駅に設けられていることから、主に通勤・通学で 
駅まで、または駅から⾃転⾞を利⽤する会社員や学⽣ 
などに利⽤されています。 

各駐輪場の利⽤率はほぼ 100％に近く、今後も 
利⽤者のニーズに合わせた駐輪場整備が必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

放置⾃転⾞については、⽇常のパトロ
ールや講習会の実施、ストップマークの
設置など、警察等と連携した放置⾃転⾞
対策を⾏っています。 

これにより、放置⾃転⾞の撤去件数は
年々減少傾向にありますが、今後も関係
機関と連携し、市⺠が安全で利⽤しやす
い環境を整えるため、放置⾃転⾞対策と
ともに駐輪場の整備を⾏っていきます。  

大村市駐輪場

※収容台数は⾃転⾞のみの台数

大村車両基地駅前駐輪場 

出典：⼤村市

6台

4台

5台

3台 3台

0台

2台

4台

6台

8台

R3 R4 R5 R6 R7

放置⾃転⾞撤去台数の推移
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（２）安全利⽤の状況  

  ⼤村市⾃転⾞安全利⽤条例  

本市では、市⺠をはじめ、警察、学校、交通安全推進団体、事業所などが協⼒し、⾃転⾞
の安全利⽤やマナーについて意識を⾼めるとともに、⾃転⾞の放置防⽌、交通事故の防⽌、
安全で安⼼なまちづくりの実現を目指すため、平成 26 年 7 ⽉に「⼤村市⾃転⾞の安全利⽤
及び⾃転⾞等の放置防⽌に関する条例（⼤村市⾃転⾞安全利⽤条例）」が施⾏されました。 

「⼤村市⾃転⾞安全利⽤条例」に基づく取組 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  安全利⽤講習会の実施  

本市で発⽣する⾃転⾞事故は、10 代の学⽣に多い
ことから、平成 29 年から警察や交通安全推進団体
と連携し、学校や運転免許試験場等において、道路
交通法や安全な⾛⾏に関する⾃転⾞安全利⽤講習
会を毎年実施しています（主に中学校で実施）。 

10 代の⾃転⾞事故は減少傾向にありますが、今後
も安全で快適な⾃転⾞利⽤の推進に向け、⼩学校を
対象に交通安全協会による⾃転⾞安全利⽤指導を
継続して実施します。 

⾃転⾞マナーアップ運動（教育委員会） 
市内の⼩中学校を対象に、⼤切

な命を守り、正しい⾃転⾞ルール
やマナーを覚えてもらえるよう、チ
ラシ配布などのマナーアップ運動
を⾏っています。  

広報啓発活動  

自転車安全利用講習会の開催  

放置自転車巡回 

ストップマーク設置  

自転車の安全利用に関する 

教育・指導 

施錠の指導 

自転車安全利用講習会等への

参加  

広報啓発活動  

自転車安全利用講習会等の 

実施・協力  

自転車損害保険等への加入 

勧奨  

自転車の交通ルール等の遵守 

自転車安全利用講習会等への

参加  

保険等への加入  

施錠の徹底  

大 村 市 学  校 

関係機関 

・団体等 
利 用 者 

自転車事故  

自転車盗難  

放置自転車等 

安全・安⼼なまちづくりの実現 
減

スケアードストレート⽅式による 
⾃転⾞安全利⽤講習会 

 大村市内の小学生向け：自転車に関するお知らせ  

１ ヘルメットは必ずかぶりましょう 

２ 歩道を走る時は、歩いている人に道をゆずりましょう 

３ 交差点では、いったん、止まって安全確認をしましょう 

４ 交通ルールを守りましょう 

５ 乗ってもよいはんいを守りましょう 

６ お昼でも事故にあわないようにライトをつけましょう 
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（３）⾃転⾞の利⽤動向  

  ⾃転⾞分担率（通勤・通学）  

本市の通勤・通学を目的とした⾃転⾞分担率*は 8.2％で、県内で 2 番目に⾃転⾞利⽤の
割合が⾼くなっています。しかし、全国平均 12.8％と⽐べると低く、市内の従業・通学にお
ける⾃転⾞分担率に着目すると、⾃家⽤⾞利⽤が 68.5％と⾼い状況であり、近距離移動に
おいても⾃家⽤⾞への依存が⾼いことがうかがえます。 

＊⾃転⾞分担率：移動時に、徒歩、⾃動⾞、電⾞、バスなどの全交通⼿段中、⾃転⾞が使われる割合のこと 
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3.0%

8.6%

8.2%
7.3%

4.6%

3.9%

3.4%

3.2%

3.1%

2.9%

2.9%

2.9%

2.9%

2.5%

2.4%

2.3%

2.0%

1.6%

1.6%

1.3%

0.9%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0%

全国

長崎県

西海市

大村市

小値賀町

五島市

諫早市

島原市

東彼杵町

波佐見町

川棚町

時津町

南島原市

雲仙市

対馬市

佐世保市

松浦市

新上五島町

長与町

長崎市

佐々町

平戸市

壱岐市

通勤・通学時の国道 34 号の自転車通行状況（市役所前交差点付近） 

自家用車

68.5%
（32,906人）

自転車

8.2%
（3,932人）

徒歩のみ 7.7%

鉄道・電車 4.4%

乗合バス 3.1%

オートバイ 2.9% その他・不詳 5.2%

⼤村市の⾃転⾞分担率（通勤・通学）

全国・⻑崎県・⼤村市における分担率⽐較

市町別の⾃転⾞分担率（通勤・通学）

出典：令和２年国勢調査［従業地・通学地による⼈⼝・就業状態等集計／利⽤交通⼿段］

県内 

２位 

自家用車

69%

自家用車

59%

自家用車

44%

自転車

8%

自転車

3%

自転車

13%

徒歩のみ

8%

徒歩のみ

11%

徒歩のみ

6%

鉄道・電車

4%

鉄道・電車

5%

鉄道・電車

23%

乗合バス

3%

乗合バス

12%

乗合バス

6%

その他

8%

その他

10%

その他

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大村市

長崎県

全国

出典：令和２年国勢調査［従業地・通学地による⼈⼝・就業状態等集計／利⽤交通⼿段］
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  ⾃転⾞関連事故の傾向  

本市の⾃転⾞関連事故件数は年々減少傾向にあるものの、県内の発⽣件数に占める本市
の構成率はほぼ横ばいで推移しています。 

⾃転⾞関連事故の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⾃転⾞関連事故の年齢別の発⽣状況に着目すると、以前は⾼かった学⽣や⾼齢者の割合
が減少傾向にあることがうかがえます。 

また、時間帯別の発⽣状況を着目すると、以前は⼣⽅の通勤・通学の時間帯が約半数を占
めていたのに対し、近年は朝 ・⼣の通勤 ・通学の時間帯が約４割を占めていることから、こ
れまでの取組で成果が⾒られる⼀⽅、新たな課題が⽣じていることがうかがえます。 

年齢別の事故発⽣状況 

 
 
 
 
 
 
 

時間帯別の事故発⽣状況 
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出典：交通統計（令和 6 年中/⻑崎警察本部）

出典：交通統計（⻑崎警察本部）
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  ⾃転⾞盗難の現状  

本市では⾃転⾞盗難が多く発⽣しており、県内における本市の盗難件数の構成⽐率は
20％弱と⾼くなっています。過去 10 年の推移から⾒ると、県内及び本市の⾃転⾞盗難件数
は減少傾向にありましたが、コロナ禍以降は年々増加傾向となっており、コロナ禍を除けば
ほぼ横ばいとなっています。 

⾃転⾞盗難件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  レンタサイクルの利⽤動向  

観光客の利便性向上を目的として、⼤村公園観光案内所において電動アシスト⾃転⾞の貸
し出し （花ちゃり）や、野岳湖周辺において⾃転⾞の貸し出し（のだけレンタサイクル）な
どが⾏われています。 

「花ちゃり」の年間利⽤台数は直近５年間でほぼ横ばいに推移しており、規模は限定的で
あるものの、周遊観光における⾃転⾞利⽤の⼀定の需要が⾒られます。⼀⽅、「のだけレン
タサイクル」は、年間 8,000〜10,000 台程度の利⽤があり、⾃然体験型観光において⾃転⾞
が有効な移動⼿段として定着している状況がうかがえます。 

「花ちゃり」は令和８年からシェアサイクルに形を変え、継続していきます。 

「花ちゃり」利⽤台数       「のだけレンタサイクル」利⽤台数 
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出典：⻑崎県警察資料
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※出典：⼤村市（「花ちゃり」は、令和 7 年度、受付を⼀時休⽌）
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  シェアサイクルの導⼊  

本市では令和 8 年１⽉より、アプリで予約、解錠、 
返却まで⾏えるシェアサイクルが導⼊されています。 

シェアサイクルは全て電動アシスト⾃転⾞（12 台） 
となっており、24 時間レンタル可能、返却も 
借りた場所と別の場所で返却が可能 
(市内ポート数 3 ヶ所)となっています。 

 

 
 

 

 

 
  

竹松駅 

新大村駅 

大村駅 

岩松駅 

大村車両基地駅 

大村 IC 

木場 SIC 

松原駅 

諏訪駅 

Share cycle
新大村駅前ポート 

Share cycle
大村駅前観光案内所ポート

Share cycle 
大村公園ポート 

（大村市観光コンベンション協会）
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３－３ これまでの取組と成果指標の達成状況 

本市では、当初計画 （令和３年度〜令和７年度）で定めた基本目標と基本⽅針に基づく以
下の施策について、⾃転⾞を安全かつ快適に利⽤できる環境づくりを進めてきました。 

 
基 本 目 標 

「安全で快適な⾃転⾞による新しい価値を提案できるまち”おおむら”」 
 

基本⽅針１ ⾃転⾞を安全で快適に利⽤できる都市環境の整備 
施策１ ⾃転⾞通⾏空間の整備促進と⾃転⾞利⽤の促進 

①⾃転⾞通⾏空間の整備 
②⾃転⾞利⽤促進に関する広報・啓発 

施策２ まちづくりと連携した総合的な取組の実施 
③コンパクトなまちづくりに資する⾃転⾞施策の推進 
④⽣活道路における安全対策の実施 
⑤⾃転⾞駐輪場の整備促進と適正管理 
⑥放置⾃転⾞の抑制 

 

基本⽅針２ ⾃転⾞を活⽤した市⺠の新しいライフスタイルへの転換 
施策１ ⾃転⾞を活⽤した健康づくりの推進 

⑦⾃転⾞を活⽤した健康づくりの広報・啓発 
施策２ ⾃転⾞通勤への転換 

⑧⾃転⾞通勤に関する広報・啓発 
 

基本⽅針３ サイクルツーリズムの推進による観光振興と地域の活性化 
施策１ サイクルツーリズムの推進と観光客受⼊環境の充実 

⑨サイクルツーリズムの推進 
⑩官⺠連携によるサイクリスト受⼊環境の充実 
⑪⾃転⾞イベントの開催による観光振興及び地域の活性化 

施策２ 公共交通機関と連携した⾃転⾞施策の推進 
⑫レンタサイクル事業の推進 

 

基本⽅針４ ⾃転⾞を安全に利⽤するためのまちづくり 
施策１ ⾃転⾞など交通安全に関する取組の推進 

⑬交通安全運動の実施と交通指導員の確保 
⑭点検整備の啓発と⾃転⾞保険への加⼊促進 

施策２ 学校における交通安全教育及び安全対策の推進 
⑮交通安全教室の実施や⾃転⾞マナーの向上に向けた取組の実施 
⑯通学路周辺の交通安全点検及び安全対策の実施 
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（１）これまでの主な取組  

基本⽅針 1 ⾃転⾞を安全で快適に利⽤できる都市環境の整備 

施  策 具体的な取組 推進担当等 

施策１ 
⾃転⾞通⾏空間の 

整備促進と 
⾃転⾞利⽤の促進 

①⾃転⾞通⾏空間の整備 

道路整備課／ 
警察 

▶ 路肩や交差点などにおける⾃転⾞通⾏空間の安全性・快適性の改善や
道路標⽰、誘導サインの設置 

実施内容 ▸R3年度〜R7年9⽉末までの整備延⻑ 約5km 
（整備対象総延⻑ 約21km） 

②⾃転⾞利⽤促進に関する広報・啓発 
環境保全課／ 
観光振興課 

▶ ⾃転⾞情報・⾃転⾞利⽤のメリットの発信 

実施内容 ▸電動アシスト⾃転⾞購⼊費補助⾦の実施・広報（〜R8年3⽉） 
▸シェアサイクルの広報（運⽤開始：R8年1⽉〜） 

施策２ 
まちづくりと 

連携した総合的な 
取組の実施 

③コンパクトなまちづくりに資する⾃転⾞施策の推進 

道路整備課／ 
都市計画課 

▶ ⼤村市都市計画マスタープランや⼤村市⽴地適正化計画と連携した⾃
転⾞ネットワークの構築などの推進 

実施内容 ▸⼤村市都市計画マスタープラン／⼤村市⽴地適正化計画 
の策定(R4.3策定 R7.7⼀部改訂) 

④⽣活道路における安全対策の実施 

道路整備課／ 
安全対策課／ 

警察 

▶ 「ゾーン 30」の整備や、路⾯標⽰等による速度抑制対策、歩道設置
などの交通安全対策の強化 

実施内容 

▸ゾーン30プラスの整備 
（古賀島町地区[放⻁原⼩学校]／R7整備完了） 
▸R3通学路合同点検における要対策箇所の歩道整備 
（〜R9年3⽉） 
▸グリーンベルト、ボラード及び路⾯表⽰の設置 

⑤⾃転⾞駐輪場の整備促進と適正管理 

商工振興課 
（交通政策室） 

▶ ⾃転⾞の利⽤状況や市⺠ニーズなどを踏まえた新たな駐輪場整備の検
討と管理（公共交通結節点を、公共施設、商業施設など） 

実施内容 ▸新⼤村駅前駐輪場、⼤村⾞両基地駅前駐輪場整備（R4年） 
▸諏訪駅前駐輪場の整備（R7年度末完了） 

⑥放置⾃転⾞の抑制 
安全対策課／ 
道路管理課／ 
教育委員会 

▶ 定期的な市内調査による放置⾃転⾞に対する適正な処置 
▶ 放置⾃転⾞を抑制するための広報・啓発活動 

実施内容 ▸⽉2回、放置⾃転⾞パトロールを実施 
▸講習会や学校へチラシ等による呼びかけ実施 
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基本⽅針 2 ⾃転⾞を活⽤した市⺠の新しいライフスタイルへの転換 

施  策 具体的な取組 推進担当等 

施策１ 
⾃転⾞を活⽤した 
健康づくりの推進 

⑦⾃転⾞を活⽤した健康づくりの広報・啓発 

河川公園課／ 
⾃転⾞関係団体 

▶ 市⺠の健康増進を目的とした市内サイクリングコースの検討 
▶ 健康講座における⾃転⾞利⽤のメリット等の広報・啓発 

実施内容 ▸野岳湖公園再整備計画に伴うサイクリングコースの検討 

施策２ 
⾃転⾞通勤への 

転換 

⑧⾃転⾞通勤に関する広報・啓発 

環境保全課 
▶ ⾃転⾞通勤を拡⼤するための取組の検討や広報・啓発 

実施内容 ▸電動アシスト⾃転⾞購⼊費補助⾦の実施・広報 

（〜R8年3⽉） 

 

基本⽅針 3 サイクルツーリズムの推進による観光振興と地域の活性化 

施  策 具体的な取組 推進担当等 

施策１ 
サイクル 

ツーリズムの推進 
と観光客受⼊ 
環境の充実 

⑨サイクルツーリズムの推進 

道路整備課／ 
企画政策課 

▶ 『⻑崎県サイクルツーリズム推進協議会』の取組の着実な実⾏ 
▶ 国、県、関係団体等と連携した、⼤村湾南部地域サイクリングルート

ほか広域的なサイクリングルートの構築 

実施内容 ▸関係調整会議への参加および連携 
（R3,R4,R7(2回)計4回開催） 

⑩官⺠連携によるサイクリスト受⼊環境の充実 

道路整備課 
▶ ⼤村湾南部地域サイクリングルート沿線ほか市内の⺠間事業者や公共

施設管理者と連携したサイクリストの受⼊環境整備の充実 

実施内容 ▸展望スポットの設置箇所の検討 

⑪⾃転⾞イベントの開催による観光振興及び地域の活性化 

企画政策課／ 
観光振興課／ 
河川公園課 

▶ ⾃転⾞イベントを通した、⽇常的にサイクリングを楽しむことができ
る仕組みづくり 

▶ 携帯電話アプリなどを活⽤した⼤村湾沿岸地域の観光 PR や情報発信 

実施内容 ▸⾃転⾞イベント開催に向けた取組（R8年開催予定） 

施策２ 
公共交通機関と 

連携した 
⾃転⾞施策の推進 

⑫レンタサイクル事業の推進 

観光振興課／ 
観光団体 

▶ 新幹線新⼤村駅の開業に合わせた、観光向けのシェアサイクル事業の
推進 

実施内容 ▸シェアサイクルの運⽤開始（R8年1⽉〜） 
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基本⽅針 4 ⾃転⾞を安全に利⽤するためのまちづくり 

施  策 具体的な取組 推進担当等 

施策１ 
⾃転⾞など交通安
全に関する取組の

推進 

⑬交通安全運動の実施 
安全対策課／ 

警察／ 
⼤村市交通安全協会 

▶ 警察や交通安全協会と連携した交通安全運動の実施（年４回） 

実施内容 ▸交通安全運動の実施（春、夏、秋、年末の年4回実施） 

⑭点検整備の啓発と⾃転⾞保険への加⼊促進 

安全対策課 
▶ ⽇常的な点検整備に関する広報・啓発 
▶ ⾃転⾞損害賠償責任保険などへの加⼊促進 

実施内容 ▸⾃転⾞損害賠償責任保険等への加⼊促進 
（⾃転⾞安全利⽤講習会での呼びかけ実施など） 

施策２ 
学校における交通
安全教育及び安全

対策の推進 

⑮交通安全教室の実施や⾃転⾞マナーの向上に向けた取組の 
実施 

安全対策課／ 
警察／ 

交通安全推進団体／ 
教育委員会 

▶ 警察や交通安全推進団体と協働した⼩中⾼等学校での交通安全教
室実施による⾃転⾞をはじめとする交通安全に関する教育・啓発 

▶ 中⾼⽣向けの通学時の⽴哨活動や鍵かけ調査の実施 

実施内容 ▸中・⾼校において⾃転⾞安全利⽤講習会の実施(年1~2回) 
▸交通安全協会による⼩学校での⾃転⾞利⽤指導の実施 

⑯通学路周辺の交通安全点検及び安全対策の実施 
道路整備課／ 
安全対策課／ 

警察／ 
教育委員会 

▶ 関係機関と連携した、定期的な合同点検の実施 
▶ 関係者等の意⾒を踏まえた、危険箇所の改善や交通安全上必要な

対策の推進 

実施内容 ▸⼤村市通学路安全対策連絡協議会（合同点検年１回） 
▸⽴哨活動の実施 
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（２）成果指標の達成状況  

当初計画において設定した 4 つの基本⽅針の評果指標について、最終年度（令和 7 年
度）または直近年度における実績と目標の達成状況を、以下のとおり整理します。 

基本⽅針 評価指標 基準値 
（前回策定時：R2） 

目標値 
（R7） 

実績値 
（R7） 

基本⽅針１ 
⾃転⾞を安全で 

快適に利⽤できる 
都市環境の整備 

⾃転⾞ネットワーク 
路線の整備率※1 37％ 70％ 

 
70％ 

 
＊整備済延⻑／総整備延⻑ 

※1：国県道および市道の⾃転⾞歩⾏者道を含むネットワーク路線の総延⻑に対する整備率 
（⾃転⾞歩⾏者道など整備を要しない区間は「整備済み」とする） 

基本⽅針２ 
⾃転⾞を活⽤した 

市⺠の新しい 
ライフスタイルへの転換 

⾃転⾞で通勤する 
市職員の割合 7％ 10％ 

 
6％ 

 ＊⾃転⾞で通勤する職員数／
市職員数 

実績としては目標を下回ったが、継続的に⾃転⾞通勤を拡⼤するための取組を検討
し、情報発信を⾏っていきたい。 

 

基本⽅針３ 
サイクルツーリズムの 
推進による観光振興と 

地域の活性化 

サイクルイベント 
開催数 1 回 1 回 

 
0 回 

 
＊市が開催に関わるまたは市

内を通る広域的なサイクル
イベントの開催数 

R2 以降の新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの開催が⻑期間制
限されたことが⼀因に挙げられる。 
今後、関係機関と連携し、イベントの検討・⽴案を⾏っていきたい。 

 

基本⽅針４ 
⾃転⾞を安全に 
利⽤するための 

まちづくり 

⾃転⾞関連事故及び 
⾃転⾞盗難の件数 

 
事故 31 回 
盗難 36 回 
（R1 実績※2） 

 
事故 25 回 
盗難 30 回 

 

 
事故 27 回 
盗難 36 回 
（R6 実績） 

＊⼤村警察署管内における⾃
転⾞関連事故及び⾃転⾞盗

難の年間件数 
数値上は目標未達であるが、事故件数については減少傾向を⽰しており、交通安全教
育等の⼀定の効果が⾒られる。 
⼀⽅で盗難については横ばいで推移しており、関係機関と連携し、定期的なパトロー
ルや防犯に関する周知・広報を実施していきたい。 

※2：当初計画が令和２年３⽉策定のため、R1 実績を掲載 

 

目標未達 

目標未達 

目標未達 

目標達成 
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04 計画の基本的な考え方 

４－１ 計画の基本目標 

⾃転⾞の活⽤推進に向けた本計画の基本目標を、次のとおり定めます。 

「誰にとっても安全で快適に⾃転⾞を活⽤できるまち”おおむら”」 
 

４－２ 計画の基本方針 

基本目標を踏まえ、計画を実⾏していくための基本⽅針を、次のとおり定めます。 

基本⽅針１ ⾃転⾞の快適な利⽤環境の整備 
⾃転⾞を安全で快適に利⽤できる環境は、⽇々の暮らしを⽀える⼤切な基盤です。 

通勤や通学、買い物など、まちの中を快適に移動できるよう、⽣活道路や⾃転⾞通⾏空間

の整備をはじめ、駐輪場の充実や放置⾃転⾞の抑制などに取り組んでいきます。 

 

基本⽅針２ 健康と環境にやさしい⾃転⾞利⽤の推進 
健康維持や環境への配慮に関⼼が⾼まっているなか、⾃転⾞は、健康増進に役⽴ち、環

境負荷の少ない乗り物として注目されています。世代を問わず無理なく続けられ、通勤・

通学や買い物など⽇常⽣活に最適な移動⼿段の⼀つとして、⾃転⾞利⽤の推進に取り組ん
でいきます。 

 

基本⽅針３ サイクルツーリズムによる観光地域づくりと地域活性化 
サイクルツーリズムは、⾃転⾞で移動しながら、⾃然やまちなみ、⼈とのふれあいなど、

その地域ならではの魅⼒を体験できます。サイクリストの受⼊環境を整えながら、観光に
よるにぎわいや経済の活性化につなげていきます。 

 

基本⽅針４ ⾃転⾞事故のない安全で安⼼なまちづくり 
⾃転⾞は便利な乗り物である⼀⽅、安全に利⽤するためには交通ルールやマナーの理解

が⽋かせません。⼦どもたちへの交通安全教育や、事故に備えた保険への加⼊促進など、

誰もが安⼼して⾃転⾞に乗れる環境づくりを進め、⼀⼈ひとりが安全に配慮し合えるまち

を、地域全体で育んでいきます。 
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05 実施すべき具体的な施策 

５－１ 実施すべき具体的な施策の体系 

基本目標を達成するために実施すべき具体的な施策を、次のとおり設定します。 

基 本 目 標 

「誰にとっても安全で快適に⾃転⾞を活⽤できるまち”おおむら”」 
 

基本⽅針１ ⾃転⾞の快適な利⽤環境の整備 

①⾃転⾞通⾏空間の計画的な整備・広報 
②⾃転⾞駐輪場の整備・適正な管理 
③⽣活道路における安全対策の実施 
④放置⾃転⾞の抑制 

 

基本⽅針２ 健康と環境にやさしい⾃転⾞利⽤の推進 

⑤⾃転⾞を活⽤した健康づくりの推進 
⑥ゼロカーボンシティ宣⾔を踏まえた⾃転⾞の利⽤促進 

 

基本⽅針３ サイクルツーリズムによる観光地域づくりと地域活性化 
⑦⾃転⾞活⽤による観光地域づくり（シェアサイクルの普及促進） 
⑧官⺠連携によるサイクリストの受⼊環境の充実 
⑨⾃転⾞イベントの開催を通じた地域活性化 

 

基本⽅針４ ⾃転⾞事故のない安全で安⼼なまちづくり 

⑩⾃転⾞の安全利⽤の推進 
⑪学校における交通安全教育の推進 
⑫損害賠償責任保険等への加⼊促進 



 
 

33 

O
m

u
ra

 
C

it
y

 
B

ic
y

c
le

 
P

ro
m

o
t
io

n
 P

la
n

実 

施 

⼠ 

⽀ 

⼔ 

具 

体 

的 

⼱ 

施 

策 

05 

５－２ 実施すべき具体的な施策 

基本⽅針１ ⾃転⾞の快適な利⽤環境の整備 
 

①⾃転⾞通⾏空間の計画的な整備・広報 

 

▶ ⾃転⾞ネットワーク計画に基づいた⾃転⾞通⾏空間の
整備（路⾯標⽰、誘導サインの設置） 

▶ ⾃転⾞通⾏空間に関する情報の発信 
 
 
推進担当課 道路整備課／警察 

 

②⾃転⾞駐輪場の整備と適正な管理  
▶ ⾃転⾞の利⽤状況や市⺠ニーズなどを踏まえた駐輪場

整備の検討（公共交通結節点・公共施設や商業施設など） 
▶ 市が管理する既存駐輪場の適正な管理 

 
 
推進担当課 商工振興課（交通政策室） 

 

③⽣活道路における安全対策の実施 

 

▶ ⽣活道路における 「ゾーン 30」及び 「ゾーン 30 プラス」
の整備 

▶ 交通安全対策の強化（路⾯標⽰等による速度抑制対策、
グリーンベルトおよび防護柵等の設置） 
 
推進担当課 道路整備課／安全対策課／警察 

 

④放置⾃転⾞の抑制 

 

▶ 利⽤者のマナー向上と放置⾃転⾞を抑制するための対
策広報（⾃転⾞マナーアップ運動等） 

▶ 定期的なパトロールの実施 

推進担当課 道路管理課／安全対策課／教育委員会 
  

路面標示（矢羽根）の整備：杭出津松原線 

新大村駅前駐輪場 

ゾーン 30 プラスの整備 
古賀島町地区（放虎原小学校前） 

放 置 自 転 車 
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基本⽅針２ 健康と環境にやさしい⾃転⾞利⽤の推進 
 

⑤⾃転⾞を活⽤した健康づくりの推進 
▶ ⾃転⾞を活⽤した健康づくり等に係る取り組み・情報発信 
▶ アウトドア・スポーツを通じた健康づくりのためのサイクリングコースの検討（野

岳湖公園） 
 
 
 
 
 
 
 
 

推進担当課 河川公園課／⾃転⾞関係団体 
 

⑥ゼロカーボンシティ宣⾔を踏まえた⾃転⾞の利⽤促進 

▶ ゼロカーボンシティ宣⾔に基づく温室効果ガス削減のための⾃転⾞利⽤の促進 

推進担当課 環境保全課 
  

出典：国⼟交通省 HP より
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基本⽅針３ サイクルツーリズムによる観光地域づくりと地域活性化 
 

⑦⾃転⾞活⽤による観光地域づくり（シェアサイクルの普及促進） 
▶ シェアサイクルの活⽤による観光客の利便性向上を目的とした情報発信 
▶ サイクルツーリズム関係会議に係る取組の推進 
 
 
 
 
 
 

 
 

推進担当課 サイクルツーリズム関係会議体／道路整備課／観光振興課／ 
企画政策課 

 

⑧サイクリストの受⼊環境の整備  
▶ 市内の⺠間事業者や公共施設管理者などと連

携した、サイクリストの受⼊環境の整備・情
報発信 

 
 
 

 
 

推進担当課 サイクルツーリズム関係会議体／道路整備課 
 

⑨⾃転⾞イベントの開催を通じた地域活性化 
▶ ⾃転⾞イベントの開催を通じた観光振興 
▶ ホームページや SNS を活⽤した観光 PR・情報発信 
 
 
 
 
 
 
 
 

推進担当課 観光振興課／河川公園課／企画政策課 
  

大村市サイクリングマップ 

サイクルスタンドの設置 

SEA TO SUMMIT 
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基本⽅針４ ⾃転⾞事故のない安全で安⼼なまちづくり 
 

⑩⾃転⾞の安全利⽤の促進 
▶ ⾃転⾞に関する交通安全教育・

啓発活動 
▶ ⼤村市通学路安全対策連絡協議

会の実施（合同点検年１回） 
▶ 警察や交通安全協会と連携した

交通安全運動の実施（年４回） 
 
推進担当課 道路整備課／安全対策課／警察／⼤村市交通安全協会／教育委員会 

 

⑪学校における交通安全教育の推進 
▶ 警察や交通安全推進団体と連

携した、中・⾼校での⾃転⾞安
全利⽤講習会の実施（年1~2回） 

▶ 交通安全協会による⼩学校で
の⾃転⾞利⽤指導の実施 

▶ ⾃転⾞マナーアップ運動による
呼びかけの実施 

推進担当課 安全対策課／警察／⼤村市交通安全協会／教育委員会 
 

⑫損害賠償責任保険等への加⼊促進 
▶ ⾃転⾞損害賠償責任保険などへの加⼊促進 
▶ ⽇常的な点検整備に関する広報 
 
 
 
 
 
 
 

推進担当課 安全対策課 
  

出典：⼤村市交通安全協会 SNS より

安全・安心まちづくりキャンペーンパレードの様子 

 

出典：⼤村市 HP より 出典：(公財)⽇本交通管理技術協会 HP より

交通安全運動の様子 自転車講習会の様子 

出典：⼤村市交通安全協会 SNS より



 
 

37 

O
m

u
ra

 
C

it
y

 
B

ic
y

c
le

 
P

ro
m

o
t
io

n
 P

la
n

自 

転 

車 

⾊ 

⾀ 

⾅ 

⾬ 

⼇ 

⽬ 

計 

画 

06 

06 自転車ネットワーク計画 

６－１ 計画の基本的な考え方 

  計画の目的  

⾃転⾞ネットワーク計画は、「安全で快適な⾃転⾞通⾏空間を連続的に確保し、⾃転⾞利
⽤の促進と交通安全の向上を図ること」を目的として策定します。 

 
  検討対象エリア  

⾃転⾞ネットワーク計画の検討対象エリアは、通勤・通学等の⽣活利⽤と観光・レクリエ
ーション利⽤の双⽅を考慮し、市街地中⼼部の新⼤村駅を中⼼に、おおむね半径 5km 圏内
とします。 

主要交通結節点や公共施設、観光拠点との接続に加え、⼤村湾南部地域サイクリングルー
トとの連携を意識し、⾃転⾞通⾏空間の連続性と回遊性を重視したネットワークの形成を
図ります。 

 

６－２ 自転車ネットワーク路線の選定 

⾃転⾞ネットワーク路線は、⽣活利⽤および観光利⽤の双⽅を踏まえた７つの視点から
必要性の⾼い路線を設定し、引き続き当該ネットワークを⾃転⾞通⾏空間整備の基本として
位置づけます。 

なお、今後の整備にあたっては「⾃転⾞ネットワーク検討におけるデータ活⽤の⼿引き」
（令和 8 年１⽉策定）に基づき、データを積極的に活⽤して⾃転⾞の利⽤環境や利⽤実態を
より的確に反映し、地域課題に対応しながら、警察など関係機関と調整を図って優先順位を
決定し、整備を実施していきます。 

⾃転⾞ネットワーク路線抽出における７つの視点 
視点１ ⾃転⾞通⾏空間の整備状況 
視点２ ⾃転⾞需要が多い路線 
視点３ 鉄道駅や公共交通施設などの交通結節点の⽴地状況 
視点４ 公共施設や病院、学校など⽣活に必要な施設の⽴地状況 
視点５ 観光利⽤が⾒込まれる路線 
視点６ ⾃転⾞関連事故の状況 
視点７ ⾃転⾞通⾏空間の連続性の確保 
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⾃転⾞ネットワーク候補路線 
 
  

新大村駅 
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６－３ 自転車ネットワークの整備形態の検討 

計画の策定にあたっては、国のガイドライン（安全で快適な⾃転⾞利⽤環境創出ガイドラ
イン）に準じ、道路構造や交通状況に応じた適切な⾃転⾞通⾏空間の整備形態を選定します。 

本計画では、当初計画策定後の整備進捗状況や交通環境の変化、⾃転⾞利⽤を取り巻く制
度改正等を踏まえ、必要に応じてネットワーク路線や整備内容の整理・⾒直しを⾏います。 

なお、整備形態の選定にあたっては、現地の実情や課題を踏まえ、警察と協議を⾏い、安
全性・実現性の観点から最適な整備⽅針を柔軟に判断しています。 

 

 

 

⾃転⾞歩⾏者道について 
⾃転⾞は、原則⾞道を通⾏しなければなりません。⾃転⾞歩⾏者道は⾃転⾞通⾏

空間には含まれませんが、⾃転⾞ネットワークの⼀部として柔軟に位置付け、ネッ
トワークの連続性と安全性の確保を図ります。 

 

  

 

 

歩道を通⾏できる場合は、⾞道寄りの部分をすぐに停⽌できる速度で通⾏します。
歩⾏者の通⾏を妨げるときは⼀時停⽌しなければなりません。 

  
⾃転⾞は、歩⾏者の通⾏を
優先しながら⾞道寄りを⾛
⾏。 

「普通⾃転⾞歩道通⾏可」の標識・標⽰がある場合、普通⾃転⾞は 
歩道を通⾏できます 

自転車歩行者道とは 

「普通自転車歩道通行可」標識 
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整備形態の選定の考え⽅ 

 Ａ Ｂ Ｃ 

分類 ⾃動⾞速度が⾼い道路 
⾃動⾞速度が低く 

⾃動⾞交通量が多い道路 
⾃動⾞速度が低く 

⾃動⾞交通量が少ない道路 

 

速 度 50km/h超 40km/h以下 40km/h以下 

交通量 − 4,000台/⽇超 4,000台/⽇以下 

完成形態 

⾃転⾞道 ⾃転⾞専⽤通⾏帯 ⾞道混在 
（⽮⽻根型路⾯表⽰等） 幅員2.0m以上を 

確保可能な場合 
幅員1.5ｍ以上を 
確保可能な場合 

   

道路の部分として設けられ
るもので、⾞道・歩道から物
理的に分離 

道路標識または道路表⽰を
設置し、交通規制を⾏う 

⽮⽻根やブルーライン等を
設置し、⾛⾏位置を明⽰ 

暫定形態   

 

  

 
自転車通行空間の幅員 

1.5m を確保できるか 

 

自転車専用通行帯 

幅員 1.5m 以上を整備 

(やむを得ない場合 1.0m 以上) 

YES 

ＮＯ 

暫定形態  

車道混在 
暫定形態 

道路空間の再配分による完成形態の整備が困難な場合 
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（１）⾃転⾞ネットワークの整備形態  

⾃転⾞ネットワークにおける整備対象路線および整備形態は、次のとおりです。 
    

凡   例 ０ 
ネットワーク路線（国・県管理道路） 
⾃転⾞道 
⾞道混在（⽮⽻根整備済み） 
⾞道混在（⽮⽻根整備予定） 
⾃転⾞歩⾏者道 

公共施設 
公園 
福祉施設 
⾃衛隊 
バスターミナル 

観光 
病院 
⾼校⼤学専門 
中学校 
商業施設 
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⾃転⾞ネットワーク路線⼀覧 
№ 

管
理
者 

路線名 
道路 
種別 

交通量 
(台/日) 

速度 
規制 

整備 
形態 

延長 
(km) 

整備済み 
延長(km) 

備     考 

１ 市 市道沖田線 幹線 4000以下 － 車道混在 0.81 0.81  

２ 市 市道宮小路八幡線 一般 4000以下 40㎞/h 車道混在 0.99 0.00  

３ 

市 市道古賀島沖田線 
補助 
幹線 

4,000以上
20,000未満 

50㎞/h 車道混在 1.59 0.00 富の原1丁目～富の原2丁目 

市 
市道古賀島町沖田線 

（再掲） 
補助 
幹線 

4,000以上
20,000未満 

40㎞/h 車道混在 1.30 0.00 ゾーン30区間あり 

４ 市 市道富の原坂口線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
50㎞/h 車道混在 1.74 0.97  

５ 市 市道杭出津松原線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
50㎞/h 車道混在 6.70 1.87 ※一部自転車歩行者道を含む 

６ 市 市道竹松駅前空港線 
補助 
幹線 

4000以下 40㎞/h 車道混在 1.00 0.13  

７ 市 市道森園公園線 一般 
4,000以上

20,000未満 
40㎞/h 車道混在 0.70 0.00  

８ 市 市道並松竹松本町線 一般 4000以下 40㎞/h 車道混在 0.66 0.66  

９ 市 市道大村駅前原口線 幹線 4000以下 40㎞/h 車道混在 0.47 0.47  

10 市 
市道西大村本町 

昭和通線 
一般 4000以下 40㎞/h 車道混在 1.46 0.00  

１１ 市 市道西三城杭出津線 
補助 
幹線 

4,000以上
20,000未満 

40㎞/h 車道混在 0.85 0.00 
 
 

１２ 市 市道大村駅前線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
－ 車道混在 0.65 0.00  

１３ 市 市道八幡町線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
－ 車道混在 0.52 0.00  

１４ 市 市道田ノ平線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
40㎞/h 車道混在 0.62 0.00  

１５ 市 市道国立病院前線 幹線 
4,000以上

20,000未満 
40㎞/h 車道混在 0.67 0.00  

路 線 数 １5 路線  延長計 ２０．７３ 4.91 整備率：約２４％ 

 

 

［参考］市管理道路を除く⾃転⾞ネットワーク路線⼀覧 
№ 

管
理
者 

路線名 
道路 
種別 

交通量 
(台/日) 

速度 
規制 

整備 
形態 

延長 
(km) 

整備済み 
延長(km) 

備     考 

１６ 国 国道34号 
主要 
幹線 

20,000以上 50㎞/h 自転車歩行者道 10.79 （10.79） 
※現道利用 

（自転車歩行者道） 

１７ 県 国道444号 
主要 
幹線 

20,000以上 50㎞/h 自転車歩行者道 1.42 （1.42） ※現道利用 
（自転車歩行者道併用区間あり） 

１８ 県 
県道38号 
長崎空港線 

主要 
幹線 

20,000以上 50㎞/h 自転車歩行者道 1.97 （1.97） ※現道利用 
（自転車歩行者道併用区間あり） 

１９ 

県 
県道257号 

大村外環状線 
幹線 

4,000以上
20,000未満 

50㎞/h 自転車歩行者道 4.90 （4.90） 
※現道利用 

（久原2丁目～池田2丁目） 

県 
県道257号 

大村外環状線 
（再掲） 

幹線 
4,000以上

20,000未満 
50㎞/h 自転車道 3.41 3.41 池田2丁目～沖田町 

路 線 数 ４ 路線  延長計 ２２．４９ ２２．４９ 整備率：１００％ 
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（２）整備イメージ  
 
  ⾃転⾞道：一般県道⼤村外環状線（池⽥ 2 丁目〜沖⽥町）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ⾞道混在：杭出津松原線（⿊丸町⼯区）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平 面 図 

標準断面図 

標準断面図 

平 面 図 整 備 写 真 

整 備 写 真 

自転車道 

路面標示 

※矢部根の上は車も通行可能

自転車道 自転車道 歩道 歩道 

歩道

路面標示 路面標示 

歩道 歩道

歩道
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６－４ 計画の実現に向けた課題 

安全で快適な⾃転⾞通⾏環境の整備を⾏っていくためには様々な課題があり、警察等の
関係機関と調整し、検討を⾏う必要があります。 

 

（１）⾃転⾞ネットワーク路線の市⺠への広報・周知  

⾃転⾞通⾏空間利⽤を推進するため、警察や各道路管理者などの関係機関と連携しなが
ら、⾃転⾞ネットワーク路線について市⺠へ広く周知を⾏っていきます。 

（２）⾃転⾞通⾏ルールの周知徹底  

次の「⾃転⾞安全利⽤五則」は、令和 4 年 11 ⽉ 1 ⽇に中央交通安全対策会議交通対策
本部において決定されました。⾃転⾞利⽤者のみならず市⺠に広く周知し、理解をしてい
ただくことが必要です。 

⾃転⾞安全利⽤五則を守りましょう 

１ ⾞道が原則、左側を通⾏ 
歩道は例外、歩⾏者を優先 

「⾞の仲間」である⾃転⾞は、歩道と⾞道の区別がある道路では⾞道
通⾏が原則です。⾞道を通⾏する場合は、左側に寄って通⾏しなけれ
ばなりません。 

２ 交差点では信号と 
一時停⽌を守って、安全確認 

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通⾏しましょう。
道路標識等により、⼀時停⽌すべきとされている場所では、必ず⼀時
停⽌し、安全を確認しましょう。 

３ 夜間はライトを点灯 夜間は必ずライトを点灯しましょう。 

４ 飲酒運転は禁⽌ ⾃転⾞も飲酒運転は禁⽌です。 

５ ヘルメットを着⽤ （努⼒義務） 

⾃転⾞を利⽤するすべての⼈は、⾃転⾞事故による被害を軽減するた
めに、乗⾞⽤ヘルメットを着⽤しましょう。幼児・児童を保護する責
任のある⼈は、幼児・児童を⾃転⾞に乗せるときには、乗⾞⽤ヘルメ
ットを着⽤させるようにしましょう。 

（３）ヘルメット着⽤の促進  

ヘルメット非着⽤で⾃転⾞事故により亡くなった⼈の約６割は頭部を損傷しています
（警察庁資料より平成 29 年〜令和 3 年合計）。また、ヘルメット非着⽤時の致死率は、
着⽤時と⽐べて約 2.2 倍⾼くなっています。⾃転⾞事故による被害を軽減するためには、
頭部を守ることが⼤変重要です。 

（４）⾃転⾞損害賠償責任保険等への加⼊促進  

⼤村市⾃転⾞安全利⽤条例において、⾃転⾞損害賠償責任保険などへの加⼊を推奨して
います。また、警察や交通安全協会が実施する講習会等を通じて、⾃転⾞損害賠償責任保
険等への加⼊を促進していきます。  
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６－５ 大村湾南部地域サイクリングルートとの連携 

『⼤村湾南部地域サイクリングルート』 （愛称：⼤村湾 ZEKKEI）は市内の森園公園及び⼤
村公園を拠点として、⼤村湾南部沿線を通る全⻑約 46km のコースです。⼤村湾沿線からの
絶景を眺めながら、観光地や飲⾷店などを⾃転⾞で巡ることで、沿線地域の魅⼒を楽しむこ
とができます。 

当ルートと⾃転⾞ネットワーク路線の重複区間についても連携を図りながら、安全で快
適なサイクリングを楽しんでもらえるよう取り組んでいきます。 
 

 

 

⼤村湾南部地域サイクリングルート（通称：⼤村湾 ZEKKEI） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

森園公園 

恵美須崎 

大 村 湾 
大 村 市 

諫 早 市時 津 町

大村湾 ZEKKEI ４６ｋｍ 

大村公園 

三浦出張所 

スポーツパーク 
いさはや 

大草公園 

舟津公園 

和三郎憩いの広場 

長与シーサイドパーク 

森園公園 

のぞみ公園 

START・GOAL 

折返し地点 

休憩施設 

拠点施設 

凡 例 

中級１（N1） 中級２（N２） 
上級１（H１） 

出典：⻑崎県サイクルツーリズム推進協議会

出典：⼤村湾 ZEKKEI ライド実⾏委員会
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６－６ 自転車駐輪場の整備と維持管理 

⾃転⾞の利⽤促進や、利便性の⾼い利⽤環境創出のためには、⾃転⾞通⾏空間と駐輪場の
整備の両⽅を進める必要があります。現在、本市は５つの駐輪場と各公共施設の駐輪場を有
していますが、駐輪ニーズを把握しながら、新たな駐輪場整備や既存駐輪場の適切な維持管
理を⾏っていく必要があります。 

⾃転⾞の使⽤⽤途は、主に通勤・通学が多いことから、学校や職場、公共施設等の目的地
において駐輪場を整備する必要があります。また、鉄道やバス利⽤によるサイクル・アンド・
ライド*の需要も考慮し、交通施設やその周辺の駐輪場も確保する必要があります。 

このため、市庁舎など新たに整備する公共施設において駐輪場を確保するとともに、市が
管理する既存の駐輪場についても、必要に応じて再整備を検討し、適切な維持管理に努めて
いきます。 

＊サイクル・アンド・ライド：⾃宅から最寄りの駅やバス停まで⾃転⾞を利⽤し公共交通機関に乗り換えること 

 

 

公共施設における駐輪場 
 
 
 
 
 
 
 

鉄道駅の駐輪場 
 

 

 

 

 
 
 

大村車両基地駅前駐輪場 新大村駅西口駅前駐輪場 岩松駅前駐輪場 

中地区ふれあいセンター 駐輪場 市立大村市民病院 駐輪場 ミライｏｎ図書館 駐輪場 
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07 計画の進め方 
７－１ 計画の推進体制 

本計画を推進するため、以下のようなＰＤＣＡサイクルに基づき、計画内容の確認、⾒直
しを⾏いながら取組を実施していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN 
自転車活用推進計画および 

自転車ネットワーク計画の策定 

DO 
施策に基づく 

具体的な取組の実施 

ACTION 
計画の見直し・課題の整理 

次期計画の方向性検討 

CHECK 
事業進捗・具体的な取組の 

実施状況の確認 
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７－２ 計画の進捗管理 

本計画において実施する施策を評価するため、４つの基本⽅針ごとに評価指標および目標
値を次のとおり設定しました。 

計画期末である令和 12 年度に評価を⾏い、目標値の達成状況を確認します。 

 
基本⽅針 評価指標 基準値 目標値 

基本⽅針１ 
⾃転⾞の快適な 
利⽤環境の整備 

⾃転⾞ネットワーク 
路線の整備率 

23％ 

（R7） 
100％ 

（R12） ＊本市管理道路における整備済延⻑／総整備延⻑ 

基本⽅針２ 
健康と環境にやさしい 

⾃転⾞利⽤の推進 

⾃転⾞で通勤する 
市職員の割合 

6％ 
（R7） 

10％ 
（R12） ＊⾃転⾞で通勤する職員数／市職員数 

基本⽅針３ 
サイクルツーリズム 

による観光地域づくり 
と地域活性化 

サイクルイベント 
開催数 0 回 

（R7 実績） 
1 回 

（R12） ＊市が開催に関わるまたは市内を通る広域的なサイク
ルイベントの開催数 

基本⽅針４ 
⾃転⾞事故のない 

安全で安⼼なまちづくり 

⾃転⾞関連事故 
の件数 27 件 

（R6 実績） 
22 件 
（R12） ＊⼤村警察署管内における⾃転⾞関連事故の年間件数 

 

 

７－３ 計画の見直し 

計画期末時の評価において、課題が⽣じた場合や国および県の計画が変更された場合も
同様に、本計画内容との整合性を確認し、必要に応じて⾒直しを⾏います。 

 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２次大村市自転車活用推進計画 

令和８年３月 

大村市 都市整備部 道路整備課 




